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平成７年１２月１日訓令第１３号 

改正 平成１９年３月２７日訓令第４号 

土庄町中小企業融資保証料補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、土庄町中小企業融資条例（平成１９年土庄町条例第６号。以下「条

例」という。）第５条の規定に基づき信用保証を附したものにつき、香川県信用保証協会

が徴収した保証料（以下「保証料」という。）の補助を行うことにより、当該融資の利用

促進を図り、もって中小企業者の経営安定を図ることを目的とする。 

（補助金の額） 

第２条 町長は、条例による融資を受けた者に対し、保証料に相当する額を予算の範囲内に

おいて補助することができるものとする。 

（補助の対象者） 

第３条 保証料の補助を受けることができる者は、融資金を期限内に完済した者とする。 

（交付申請） 

第４条 保証料の補助を受けようとする者は、融資金を完済した後、速やかに次の書類を町

長に提出するものとする。 

（１） 保証料補助金交付申請書（様式第１号） 

（２） 請求書（様式第２号） 

（３） 融資金完済証明書（様式第３号） 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適当と

認めた場合は補助金の交付決定を行ったうえ、申請者に対して補助金を交付するものとす

る。 

（補助金の返還等） 

第６条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の１に該当すると認めたときは、補助

金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができるものとする。 

（１） この要綱に違反したとき。 

（２） この要綱に基づいて提出した書類に、虚偽の事項を記載したとき。 

（３） その他不正な行為があったと認められるとき。 

附 則 
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１ この要綱は、公布の日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に融資を受けている者については、この規定を適用しない。 

附 則（平成１９年３月２７日訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 


